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令和７年1・2月号
建設業労働災害防止協会　神奈川支部

横浜市中区太田町2-22番地  電話045-201-8456 FAX045-201-7735
No.５８２

URL https://kensaiboukanagawa.com/ 

建災防神奈川支部ニュース

経営首脳者セミナー参加申込書

近年、多様な業種でフリ－ランスとして働く方が増え、社会経済に様々なメリットがある一方で、フリーランスの方々に

関わるトラブルの増加が問題となっています。これを受けて、令和５年５月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化

等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法）」が交付され、昨年11月１日に施行されました。

建設業の場合には、具体的には一人親方などと取引する工務店などの発注事業者が自社が建設する住宅の外構工事を委託

しているところ、施工の単価を改訂する際、十分協議することなく、一方的に単価を決定し、通常の単価を大幅に下回る報

酬の額を定めるなどの買いたたきとなる行為は規制されます。

今後の建設業者にも大きくかかわる問題ですので、経営首脳者・安全衛生担当者のみならず、契約担当者にもぜひ参加し

ていただきたい内容です。なお、このセミナーには、無料で参加できます。

日 時 令和７年３月６日（木）13時30分から16時55分まで

開催場所 建設会館講堂 横浜市中区太田町２－22

開催内容 ① 建設業における監督行政、働き方改革について

② 建設業の労働災害防止に向けた取組について

③ 建設業における健康確保対策と化学物質等による健康障害防止対策について

①～③まで神奈川労働局労働基準部担当部署課長からの講演のほか以下の特別講演があります。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律について（一人親方等との取引条件適正化）

講師 神奈川労働局雇用環境・均等部・指導課 岩楯大佑氏

人材の高齢化に備える健康管理のために

講師 独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合センター

労働衛生専門職 新名早苗氏

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年

厚生労働省令第45号）が令和６年３月18日に公布され、

令和７年１月１日から、労働者死傷病報告等、労働安衛

関係の一部の手続きにおいて、電子申請が原則義務化さ

れることとなりました。

また、これに伴い、労働者死傷病報告については、災

害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、

その報告事項が改正されることとなります。

セミナーは無料です。 下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX等により

令和７年２月28日（金）までにお申し込み下さい。

申込先 建設業労働災害防止協会神奈川支部 電話 045-201-8456

FAX 045-201-7735 メール uketuke@kensaiboukanagawa.com

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

～フリーランスとの取引に関する新しい法律～

経営首脳者セミナーのご案内

連絡FAX番号　　（　　　　） 連絡先電話　　（　　　）

連絡FAX番号　　（　　　　） 連絡先電話　　（　　　）

連絡FAX番号　　（　　　　） 連絡先電話　　（　　　）

分会名 会社名 お名前

～電子申請の義務化についても～ 令和７年の新春を迎え、謹んで年頭のご

挨拶を申し上げます。

皆様におかれましては、平素より神奈川

支部の事業活動につきまして、特段のご協

力をいただいておりますことに心より感謝

申し上げます。

建設業における労働災害は、長期的には

減少傾向にありますが、最近では地球温暖

化の影響か、記録的な猛暑が続き、県内に

おいては夏季に建設業の死亡災害が多発し

ました。

さらに、昨年は急激な増水により相模原

の工事現場で２名の方が亡くなりましたが、

能登をはじめ、全国各地で自然災害が発生

し、甚大な被害をもたらした１年でもあり

ました。

このような情勢の中、被災地での迅速な

インフラの整備や復旧復興工事、あるいは

防災、減災、国土強靭化を実現するための

工事など、最前線で地域社会の安全・安心

の確保を担う守り手として我々建設業の役

割はますます重要なものとなっております。

建設と言えば、きつい・汚い・危険の３K

のイメージが根付いています。

確かに、長時間労働や少ない休日、真夏

や真冬の屋外作業、高所や重機のそばでの

作業等、厳しい労働環境で働かなければな

らないこともあり、また、インフラ関係の

整備に携わる者や自然災害の際には昼夜を

問わず出動しなければならないこともあり

ます。

これからは、将来の担い手確保のため、

建設業で働く人々や建設業を目指す若者が、

夢と誇りをもって活躍できる希望に満ちた

産業となるよう、新３K、給与が良い・休日

が取れる・希望が持てるに加えて「かっこ

いい」の新４Ｋの実現に向け、働き方改革

の推進や生産性の向上等を早急に進めるこ

とも重要です。

現場を支えてくださっている現役の皆様

には、安全な環境のもと、安心して働き続

けられる産業だと実感していただけるよう

に、そして将来の担い手となることが期待

される若い方々には、魅力と将来性のある

産業の姿をお示しし、自己実現の場として

建設業を選んでもらえるよう、神奈川支部

は墜落転落災害の撲滅と「セーフティリボ

ン運動」「３分KY運動」「安全行動宣言運

動」の３つの運動のさらなる展開を軸に、

本年も無事故、無災害を目指してしっかり

と進めていく所存で

すので、一層の御理

解、御協力を賜りま

すようお願い申し上

げ、新年の挨拶とさ

せていただきます。

黒田 憲一

建設業労働災害防止協会

神奈川支部長
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（注）労働者死傷病報告による、（ ）内は死亡者数である。コロナ感染によるものを除いている。

☆死亡災害発生状況☆ 神奈川労働局 令和６年12月20日現在

　　　署

年
横浜南 鶴見 川崎南 川崎北 横須賀 横浜北 平塚 藤沢 小田原 厚木 相模原 横浜西 合計

54 25 52 49 49 73 50 45 39 56 55 71 618

(1) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (11)

70 26 39 62 35 98 61 66 31 49 45 64 646

(1) (1) (2) (3) (2) (2) (1) (2) (14)

本　年

前　年

☆建設業における署別労働災害発生状況☆（休業４日以上） 神奈川労働局 令和６年11月末現在

製 造 業 6 4 (1) 2 4 (1) 2 8

建 設 業 11 15 (1) 9 (1) 16 (1) 9 (1) 21 (2)

交 通 運 輸 業

陸 上 貨 物 運送 事業 5 (2) 9 (3) 5 (1) 9 (3) 6 (1) 2

港 湾 荷 役 業 1 1

商 業 4 (3) 6 (2) 6 (2) 3 (2)

清 掃 ・ と 畜 業 3 3 4 3 4 1

そ の 他 4 (1) 9 (2) 3 (2) 9 (2) 3 (2) 14 (5)

合 計 33 (6) 41 (7) 29 (6) 42 (7) 30 (6) 49 (9)

　　　　　　　　　年

　業　種

死亡災害件数死亡災害把握数

前年同期 前々年同期

（令和６年） （令和５年） （令和４年）
令和５年 令和４年 令和３年

（注）死亡災害把握数は、本年のみ欄外表示の日までに把握した死亡災害の件数で、前年同期、前々年同期は当月末までに発
生した件数です。（ ）は、事故の型が「交通事故」であるものを内数で表示しています。

☆死亡災害の概要☆ 神奈川労働局 令和６年12月20日現在

令和７年の新春を迎えるに当たり、建設業労働災

害防止協会神奈川支部及び会員の皆様には、謹んで

新年のお慶びを申し上げますとともに、日頃から労

働行政の推進に多大なる御理解と御協力を賜ってお

りますことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。

現在、我が国経済は、長きにわたったコストカッ

ト型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上

げと投資が牽引する成長型経済」への移行ができる

かどうかの分岐点にあります。

また、県内の景気動向については、物価高騰の影

響や海外景気の下振れなど懸念材料はあるものの、

「一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回

復している。」とされております。

このような状況の中で、今年度の行政運営方針の

重点施策は、「すべての人がいきいきと働くかなが

わ」を目指して積極的な業務運営を展開しておりま

す。

構造的な人手不足への対応を図りながら、継続的

な賃上げ、多様な働き方の実現による持続的な成長

と分配の好循環を実現するため、誰もが働きやすい

職場づくりなど、各種助成金の支給や様々な就職支

援、労働環境の改善に向けた取組等を実施しており

ます。

昨年４月から、建設業についても時間外労働の上

限規制が適用されました。建設業界における対応状

況を十分に把握した上で、支援を進めてまいります。

また、関係する発注者等の協力が必要不可欠である

ことから、引き続き積極的に要請を実施してまいり

ます。

一方、令和６年の県内における建設業の労働災害

発生状況をみますと、休業４日以上の死傷者数（11

月末速報値）はコロナ感染症によるものを除いて、

618人と前年同月比で28人の減少（－4.3％）と

なっております。

しかしながら、死亡災害（11月末速報値）は11

人と、前年同時期と比べ３人の減少とはなっている

ものの、依然として多数の尊い命が失われておりま

す。

第14次労働災害防止計画（14次防神奈川計画）で

は、令和９年までに死亡者数を７人以下とする目標

を掲げておりますが、極めて厳しい状況が続いてい

るところです。

このような死亡災害の増加に歯止めをかけるため、

昨年末には全署一斉に建設現場の集中監督を実施し

て、墜落・転落災害防止の措置義務違反など、多く

の法違反等を指摘し、早急に改善を図っていただき

ました。

本年も、建設三大災害（墜落・転落災害、建設機

械・クレーン等災害、崩壊・倒壊災害）をはじめと

する労働災害防止のため、積極的に臨検監督等を行

なってまいりますので、御理解と御協力をお願いい

たします。

また、新たな化学物質に係る規制のための見直し

により、改正された労働安全衛生関係法令が令和６

年４月に全面施行されており、化学物質管理活動の

定着を図るため、本年２月に「化学物質管理強調月

間」が新たに創設されます。

建設現場における化学物質の適正管理についても

よろしくお願いいたします。

以上のように、労働行政として取り組むべき課題

は多岐にわたりますが、本年も、皆様方の御理解、

御協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げます

とともに、貴会及び会員の皆様のますますの御発展

と御健勝を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせて

いただきます。

神奈川労働局

局 長

藤枝 茂

令和７年 年頭所感

発生月 業種 起因物
事業場規模

発生時刻 年齢 事故の型

１月
その他の建設業

（１次下請）
化学設備

～９人

17時頃 25～30歳

２月
土木工事業

（元請）
作業床、歩み板

～９人

９時頃 60～64歳

３月
建築工事業

（２次下請）
足場

～９人
11時頃 20～24歳

７月
土木工事業

（１次下請）
締固め用機械

～９人

16時頃 25～29歳

８月
その他の建設業

（３次下請）
その他の電気設備

～９人

10時頃 25～29歳

８月
その他の建設業

（１次下請）
高所作業車

～９人

15時頃 40～44歳

９月
建築工事業

（２次下請）
掘削用機械

～９人

10時頃 15～19歳

９月
建築工事業

（３次下請）
足場

～９人

13時頃 60～64歳

９月
土木工事業

（1次・2次下請）
水

～９人

16時頃 30～34歳、40～44歳

11月 土木工事業 不整地運搬車
～９人

10時頃 60～64歳

　送電線に接近している樹木の枝打ち作業のため、高所作業車のバケットに被災者及び

作業者が搭乗し、伐採作業を行っていた。伐採した枝を地面へ下ろそうと被災者がバ

ケット上で操作しブームを旋回していたところ、被災者自身が高圧線に接触し、感電し

た。

　生コンプラント内の補修工事において、被災者が腹ばいの体勢になり内部を覗き込も

うと投光器を持ったところ、うめき声が上がり硬直しているような状態となった。搬送

先の病院で死亡が確認され、感電死と判明したもの。

番号 発生概要

1

　ガス枝管の切断撤去作業中、自身がスコップで掘削した穴に頭を入れ、意識がない状

態の被災者を同僚が発見。救急搬送されたが、都市ガスが漏れたことで酸素欠乏による

急性心機能障害により死亡した。

2

　被災者が、ダンクトラップの荷台に道板２枚を掛けて、ドラグ・ショベルをダンプト

ラックに積込む作業を行っていたところ、道板が荷台から外れ、同時にドラグ・ショベ

ル及びこれを運転していた被災者が地面に墜落し、被災者はドラグ・ショベルの下敷き

となった。
墜落、転落

3
　足場の解体作業中、足場の資材を、上から下に受け渡し、作業がひと段落したところ

で、被災者が持ち場を離れたところ、足場上（高さ約10ｍ）から墜落した。

4

　生産緑地部の整地箇所において、被災者が締固め用機械（ローラー）を運転し、地面

の転圧作業を行っていたところ、法面約1.8ｍの高さから当該機械ごと転落し、運転して

いた被災者の頭部が地面と当該機械にはさまれた。

9～

10

　既設下水管の耐震補強工事において、地下約10ｍの管きょ内で7名が作業中、地上監

視員1名が降雨の連絡のため入坑して避難を指示したが、急な大雨のため水位が上昇し、

8名中2名の避難が間に合わず流され、3日後に下流の川で2名の遺体が発見された。おぼれ

有害物等との接触

墜落、転落

墜落、転落

感電

感電

5

8

　被災者は、商業ビル内の電気配線工事にかかる天井の配線作業を行うため、可搬式の

足場上で、器具を受け取ろうとしていたところ、当該足場と共に横倒しとなり高さ約１

ｍ墜落した。

7

　解体工事現場においてドラグ・ショベルで床掘する作業を行う際に、被災者は地表か

ら約３ｍ下の掘削床で地表のとラグ・ショベル運転手に無線で指示していたところ、

誤ってドラグ・ショベルの爪が被災者に激突した。被災者と運転手は高低差でお互い目

視確認できない状態であった。
激突され

墜落、転落

6

11 別掲載（６頁）
墜落、転落
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12月２日、神奈川県建設会館講堂に

おいて建災防神奈川支部令和６年度第

２回理事会を開催しました。

理事会の定員は72名ですが、当日の参加者は34名、委

任状25名、合計59名となり、理事会は成立しました。

黒田支部長（写真上）は神奈川支部も今年の10月で60

周年を迎えることとなったことに触れ「昭和39年に神建

協の片隅に机を設けてスタートし、これまでの60年間、

建設業の安全衛生水準の向上にむけて各種事業を積極的

に推進し、死亡災害は設立時と比べて10分の１程度にま

で大幅に減少させてきました」とこれまでの支部の活動

を振り返り、しかしながら本年の情勢については昨年に

続いて県内における建設業の死亡災害が夏季に多発、全

国ワースト３であることから神奈川労働局では12月に建

設業に集中監督が行われることとなった、と現状を報告

した。

来賓からは神奈川労働局労働基準

部安全課の塚田安全課長（写真右）

があいさつをし、同じく安全課の関

川地方安全専門官から「神奈川県内における労働災害の

現状」について説明が行われました。

議事は第一号議案「令和６年度上半期事業報告承認に

関する件」第二号議案「令和６年度上半期経理状況報告

承認に関する件」についていずれも承認されました。

本年度を初年度として２月に化学物質管理強調月間が

展開されることとなっています。

広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の

重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管

理活動の定着を図ることと目的としています。

このほど建災防では同月間のポスターを作製しました。

本年度のスローガンであ

る「正しく理解 正しく管

理 化学物質と向き合おう」

が印刷されているものです。

一枚253円ですのでぜひ

ご活用ください。

※同週間の内容等について

は今月号の特集「新春座談

会」に記載しています。

第２回理事会の開催

建災防事務局だより

支部行事予定

化学物質管理強調月間ポスター

正副支部長・分会長会議 編集委員会

時：１月31日　15：30 時：３月４日　15：00

所：伊勢山ヒルズ 所：建設会館411会議室

正副運営委員長・部会長会議 安全祈願祭 経営首脳者セミナー

時：１月16日　15：00 時：１月31日　16：20 時：３月６日　13：30

所：建設会館411会議室 所：伊勢山皇大神宮 所：建設会館講堂

11月に発生した建設業の死亡災害の概要

10時頃 墜落、転落
民間

不整地運搬車

～9人

11月 土木工事業

【発生状況】

被災者が土砂の運搬のためキャリアダンプに乗車し、土砂の積

み込み場所から降ろし場所まで走行していたところ、何らかの原

因により左に急旋回し、高さ12ｍの建造中の擁壁から、キャリア

ダンプと共に転落して地面に激突した。60～64歳（２次下請）

キャリアダンプ運転手

【災害防止のポイント】

1 不整地運搬車の運転の業務についての技能及び知識の向上を図

ること。

2 不整地運搬車を使用する際には、あらかじめ、場所の広さ、地

形、不整地運搬車の種類、能力及び荷の種類と形状に適応する作

業計画を定め、これにより作業を行わせること。

3 不整地運搬車を使用する作業については、作業指揮者を定め、

上記計画に基づき、作業を指揮させること。

4 不整地運搬車が作業中、法面等から転落するおそれがある時は、

車止めを設ける等転落防止の措置を講じさせるか又は、誘導者を

配置してその者による誘導により作業を行わせること。



事務局

本日はお忙しい中ありがとうございます。

いつもお世話になっております神奈川労働局の安全課、

関川安全専門官と健康課の林衛生専門官に、昨年及び今

年以降主に建設業の労働災害の傾向や最近の法適用の関

係についてお聞きして行こうと考えています。

では最初に安全の関係ですが、昨年は一昨年に続いて

猛暑が続き、その間に死亡災害も多く発生しました。

関川安全専門官

そうですね、昨年の前半は１～３月までに３人、その

後４～６月まではゼロでしたが、７～９月までの間で７

人発生しており、一昨年の６人を超えています。

事務局

ここに神奈川県内の昨年の１週間当たりの最高気温の

平均と熱中症搬送者を示したデータがありますが、１週

当たりの平均最高気温が35度を超える週が７月８月で１

回ずつありました。※下表

これだけでも一昨年を超えた暑さだったことがわかる

のですが、それに合わせるように県内の作業現場におけ

る熱中症による救急搬送者も増加、週を同じくして死亡

災害も発生しています。

林労働衛生専門官

そのとおりです、県内では熱中症による労働災害での

死亡者はクリーニング業で１人発生していますが、隣の

東京では建設業３人を含む４人も発生しています。

事務局

そういった意味では、暑さについて、単純に熱中症の

注意という健康上の問題だけでなく、安全上の問題とし

てもとらえる必要があるのではないでしょうか。

関川安全専門官

暑さで集中力も散漫になりますし、現場のリスクへの

判断力は十分に機能しなくなると考えます。加えて熱帯

夜によって寝不足の状態だったとすればなお更です。

林労働衛生専門官

熱中症の防止も普段からの体調管理も大事な要素です。

事務局

なるほど、今の時期にはイメージが難しいですが、今

年も自然環境による影響は十分に対策を講じる必要があ

ると考えられます。

あらためて、６月ごろに本格的に暑さを迎える前に注

意喚起のメッセージを発信することが課題だと思います。

昨年他に気になっている災害はありますか？

関川安全専門官

重機関係の災害が多いことが気になっています。

クレーンの関係にかかる災害が多いので９月には労働

基準部長名で緊急要請を出しましたが、その以降も後を

絶ちません。人身事故にはなっていませんが、建設現場

では８月と11月に移動式クレーン車を倒していますし、

建設機械による死亡事故としては２月に小型のドラグ

ショベルを車両に積込む際に道板が外れて転倒、７月に

ローラーで機械ごと転落、９月はドラグショベルの旋回

半径に入ってバケットが激突、この12月にもドラグショ

ベルが斜面から転落して、下で小型重機を運転していた

方が下敷きになるという事故のニュースも入っています。

事務局

この他にも統計には入らない事故として新聞記事でも

２月に発生したものと同様な積込み時の転倒事故が４月

11月に発生していますし、交通事故ではありますが、

ショベルカーが自転車に衝突して乗っていた小学生が亡

くなるという事故も10月にありました。

関川安全専門官

それだけ建設機械が身近な存在として使われるように

なっているということなのでしょうが、便利な反面、転

倒のみならず、接触によって重大な事故を引き起こす危

険な存在ですので、入念な実効性あるリスクアセスメン

ト、ＫＹが重要と言えます。

事務局

オペレータ任せにしないということですね

関川安全専門官

オペレータ自身も危険な運転をしない、させないため

の能力向上等の教育が必要だと思います。

さらに機械を扱う場合には、現場全体のレイアウトを

考えることが必要ですので元方事業者による適切な指導

援助が必須でしょう。

事務局

接触防止に関しては、センサーなどの安全装置を搭載

されているものも徐々に増えてきています。

関川安全専門官

大規模な建機で無人化運転されているような現場も聞

きますが、従前から言われている建設３大災害は機械が

進化しても発生します。

誘導者を配置するときは、運転資格と経験を伴った者

を専任で配置することが重要です。

事務局

さて、今年直近で予定されている関係法令改正の動き

についてですが、一人親方等に対する安全衛生措置の拡

充が挙げられます。

関川安全専門官

今回の改正は、主に事業者と労働者との関係において

法規制がなされていたものを、建設現場などにおいて一

人親方等として働く方に対しても拡充する意味合いで改

正されたものです。

事務局

その考え方は有害物に対する保護具関係の着用義務に

ついて、すでに改正がされていましたね。

林労働衛生専門官

石綿をはじめとする有害物に対するマスクの着用など、

ばく露する恐れのある環境で働く者は労働者に限らず同

等の保護措置を講じる必要があるとの観点から規則が見

直され、労働衛生関係については令和５年４月１日から

すでに改正法が施行されています。

事務局

今回はそれらの考え方が安全関係でも同様にするとい

うことでしょうね。

関川安全専門官

土砂崩壊や墜落の恐れのあるような危険な場所への立

入禁止、事故発生時の退避、悪天候時の作業禁止などの

規定について、一人親方等でも同様に対処する義務があ

ります。

具体的には安衛則530条の場合ですが、「事業者は、墜

落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の

者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所

に表示することその他の方法により禁止しなければなら

ない。」という表現になります。

事務局

やることに変わりはないんでしょうが、従来と比べる

と、なにか注意看板を増やさないといけないような気が

してきます。

関川安全専門官

「見やすい箇所に表示することその他の方法」につい

ては、必ずしも事業者が常時監視する必要はなく、改め

て禁止する旨を見やすい箇所に表示する方法も認められ

ることを条文上明示したとしています。

さらに、「立入禁止の方法はバリケードの設置やロー

プ、柵等の設置、出入口の施錠などの方法から実態に即

したものを選定すればよく、表示による禁止が最も適切

である等の趣旨を表したものではない」と通達で明らか

にされています。

事務局

これによる元方事業者の責務の影響はあるのでしょう

か？

関川安全専門官

元方事業者に係る措置義務等は新設されていませんが、

法第29条第1項においては、関係請負人が法やそれに基づ

く命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなけれ

ばならないこと、同条第2項においては、違反していると

認めるときは是正のために必要な指示を行わなければな

らないこととされています。

今回の改正省令により義務付けられた措置を関係請負

人が行っていない場合には、当該指導又は指示の対象と

なります。

事務局

さて、労働衛生関係については、最近の動向としては

化学物質の管理についてです。今年の２月から新たに

「化学物質管理強調月間」が創立されると聞いています

が、この月間はどんな趣旨なのでしょうか？

林労働衛生専門官

現在、国内で使用されている化学物質は数万種類にの

ぼります。

化学物質の管理としてはこれまでも特定化学物質や有

機溶剤として特別の省令が定められて管理されてきまし

たが、数多く発生している化学物質による労働災害はこ

れらの規則で対象となっていない物質が約８割とほとん

どが規制外の化学物質です。

事務局

これまでの特別規則では防げないわけですね。

林労働衛生専門官

そのため、事業者が化学物質の危険性、有害性の情報

に基づくリスクアセスメントを実施して、その結果に基

づいて管理する、いわゆる自律的管理を基軸とする規制

を導入して昨年４月に法規則が施行されました。

事務局

あらたに建設業でも化学物質管理者の選任が必要と

なったところですね。

林労働衛生専門官

国際的な背景もあるところですが、こういった拝見を

踏まえて、厚生労働省と環境省が連携して、今年を初年

度として毎年２月に「化学物質管理強調月間」を展開す

ることとなったものです。

事務局

安全週間のようにスローガンも決定されました。初回

となる今年のスローガンは「正しく理解 正しく管理

化学物質と向き合おう」ということですが、具体的には

どのようなことを実施していけばいいのでしょうか。

林労働衛生専門官

基本的には化学物質に関する注意を喚起するという意

味合いで、広報や事業者、総括安全衛生管理者による職

場巡視、優良職場、功績者の表彰などです。

事務局

化学物質管理について、いまさらながらという質問も

相変わらず支部に入っています。「化学物質管理者ある

いは保護具着用管理責任者について、現場ごとに必要な

のか」というものですが、この点あらためてご説明いた

だけますか？

林労働衛生専門官

令和６年４月に施行された改正労働安全衛生法により、

化学物質を取り扱う事業場においては、化学物質管理者

を選任するよう定められました。

建設業においても同様に必要となり、基本的に適用事

業場単位ごと現場の各事業者が選任することとなります。

具体的には店社等の事業場単位での選任が義務付けら

れておりますが、塗装等の作業を現場で行う場合は出張

先と位置付けられ、そのような出張先の建設現場にまで

は選任を求める趣旨ではないとされています。

保護具着用管理責任者については、基本的に化学物質

管理者を選任した事業者に対し義務付けられるものです

が、作業場所ごと選任することまでは求められていませ

ん。ただし、所属する労働者にリスクアセスメントの結

果、保護具を使用させる場合には保護具着用管理責任者

が適切に職務を行える範囲で選任・配置する必要がある

ので留意してください。

事務局

次に、建災防のホームページに掲載されているリスク

管理マニュアルをご覧になった方からですが、有機溶剤

を含有するシーリング作業をやられているようで、

「シーリング作業のマニュアルには防毒マスクの着用が

必要とあるが、最近有機溶剤作業主任者を受講した際に、

屋外でシーリング作業を行う際には義務付けはないと聞

いたが、どちらが本当か」というものです。

この点、新たな化学物質管理の視点と共通する点では

ないかと思いますが。

林労働衛生専門官

確かに、有機溶剤中毒予防規則においては、屋内作業

場において有機溶剤業務を行う場合に規制が生じますの

で、有機溶剤作業主任者の講習においては極論として義

務付けがないと講師から説明があったのではないかと推

測されます。

しかしながら、労働安全衛生法では労働安全衛生規則

において暴露の程度の低減等が定められています。

建災防のマニュアルにおいては特別則（有機溶剤中毒

予防規則や特定化学物質障害予防規則）のみならず、リ

スクアセスメント対象物質を含めた成分を対象としたも

のとなっていることから、そのリスクアセスメントの評

価から低減対策を検討した結果、必要な措置として保護

具の使用を義務付けたものと思料します。

ある意味どちらの回答も正しいのですが、会員事業場

の皆様におかれましては、労働災害で苦しむことが無い

ようリスクアセスメントの結果に基づいた万全の安全衛

生対策を持って現場作業に従事していただくようお願い

申し上げます。

昨年は、主に化学物質規制の見直しに伴い、労働安全衛生規則に化学物質の枠組み規制が導入されたことにより、４月から改正法が本格施行され、所定の化学物質を取扱う事業者は業種や規模にかかわらず、事業場に化学物質管理者を配置し、リス

クアセスメントの実施に関する事項を行わせることとなりました。また、今年改正施行が予定されている労働安全衛生関係法令は、一人親方等に対する安全措置の拡充で、これまで、請負人や事業者と労働者との関係等で立入禁止措置などの規制がさ

れていたものが、雇用関係や請負関係にかかわらず、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても、労働者と同等の保護措置を図る観点から所要の改正がなされ、本年４月１日から施行されます。昨年発生した建設業での

労働災害の発生状況等も踏まえ、新年特集として神奈川労働局の担当専門官からこれらの項目についての対応をお聞きしました。

新春座談会 ～令和 ７年か ら の建設業にかかる法改正の留意点～

４~５

写真

神奈川県の熱中症による一週間ごとの救急搬送状況

令和６年５月６日～ 赤棒は死亡災害

写真


